
令和７年１２月２３日 

 

各務原市長  浅野 健司 様 

 

各務原市特別職報酬等審議会  

会長  北角 浩一    

 

特別職の報酬等の額について（答申） 

 

令和７年１１月２５日付け７各人第１７１号で諮問のありました標記の件につい

て、下記のとおり答申します。 

 

記 

Ⅰ 諮問事項への答申 

① 報酬等の額 

第１号 市長、副市長及び教育長の給料の額について 

市長、副市長及び教育長の給料の額については、次のとおりとすることが適

当である。 

区分 現行の額 答申の額 改定額 

市 長 999,000円 1,048,000 円 49,000円 

副市長 834,000円 875,000円 41,000円 

教育長 659,000円 691,000円 32,000円 

改定時期は令和８年４月１日とする 

 

第２号 市議会議員の議員報酬の額について 

市議会議員の議員報酬の額については、次のとおりとすることが適当である。 

区分 現行の額 答申の額 改定額 

議 長 570,000円 598,000円 28,000円 

副議長 520,000円 546,000円 26,000円 

議 員 485,000円 509,000円 24,000円 

改定時期は令和８年４月１日とする 

 

 ② 審議の経過と内容 

本審議会は、諮問事項について、類似団体及び県内各市の特別職報酬等の状

況、財政状況などの比較を行うとともに、これまでの改定の経緯、一般職の職

員の給与改定の状況、民間賃金や消費者物価指数の推移、議会議員の活動状況、

特別職の職務や職責など、様々な観点から慎重に審議を行った。 

 主な審議の内容は次のとおりである。 



第１号 市長、副市長及び教育長の給料の額について 

 多様化・複雑化している市民ニーズや本市を取り巻く著しい環境の変化に

迅速に対応しながら、今後の人口減少、少子高齢化、公共施設の老朽化への対

応など、山積している本市の課題解決に向け、市長等の職責は重く、今後さら

に増していくものと考える。 

そのような中、市長等の給料については、平成１６年１月１日以降２１年間

改定が行われておらず、県内各市との比較においては、人口や財政規模におけ

る順位より下回っている状況が続いている。 

 一方、一般職の職員の給料や民間の賃金は、ここ数年大幅な引上げが行われ

ている。 

 このようなことから市長等の給料についても見直しを行う時期が来ており、

一般職の職員の給料などとの均衡を図る観点からも、引上げを行うことが必

要と考える。 

 引上げの額については、物価上昇率の累計値（平成１５年～令和６年） 

１２％、民間賃金の改定率の累計値（平成１５年～令和６年）約１０％などと

比較・検討した結果、本審議会を２年後に開催することを前提とし、一般職の

職員の給料改定率の累計値（平成１５年～令和６年）３.８１％に前回改定時

約３％引下げ相当分を加味した５％程度が妥当であるとの結論に至った。 

 

第２号 市議会議員の議員報酬の額について 

議会には、住民自治の根幹をなす機関として、市民の多種多様なニーズを市

政へ適切に反映させる役割が期待されており、市民に開かれた議会を実現し

ていくことが求められている。 

そのような中、市議会議員の報酬は、平成１６年１月１日以降２１年間改定

が行われておらず、物価上昇の影響等により実質的な収入減少となり、議員志

願者の減少にも繋がりかねないことから、報酬の引上げは必要であると考え

る。 

引上げの額については、市長等と同様に、５％程度引上げることが妥当であ

るとの結論に至ったが、議会において適正な議員定数に係る検討も必要であ

ると考える。 

 

 

Ⅱ 意見を求められた事項への答申 

   第１号 非常勤の特別職職員に対する報酬の額について 

附属機関の委員その他の構成員（別に定めるものを除く。）の報酬の額は、

平成４年４月１日以降３３年間改定が行われておらず、市長等や議員等の報

酬等以上に長年見直しが行われていない。 

類似団体や県内他市との比較において、平均を下回っていることが認めら

れ、市政の重要な事項に対する審議等を担う役割を鑑み、引上げが妥当である

と考える。 



 

引上げの額については、民間賃金増減率の累計値（平成４年～令和６年） 

２２.３％に基づく８,０００円とする意見もあったが、２年後に開催する審

議会にて再検討することを前提に段階的とし、類似団体の平均１５.４％に基

づく７,５００円とすることが妥当であるとの結論に至った。 

改定の実施時期については、市民に直接影響することから、速やかに行うも

のとし、令和８年４月１日とする。 

 

 

Ⅲ 附帯意見 

  ○今後の審議会の開催頻度について 

    前回の改定時から今回の審議会まで２１年経過し、この間審議が行われな

かったことにより、他市の状況や社会経済情勢を適切に反映できていなかっ

たのではないかと考える。 

    今後については、定期的に開催することを求めるが、昨今著しく社会経済

情勢が変化していることを踏まえ、まずは２年後に開催することとし、その

後の開催については再検討することとする。ただし、次回の開催までに社会

経済情勢が著しく変化していることが確認された場合にあっては、必要に応

じて臨時的に開催することを要望する。 

 

○市長等と教育長、議員等との比較考量について 

    教育長の給料の額については、類似団体との比較において低かったことや

市内小中学校の適正規模適正配置の検討など、職務・職責が一層増している

ことを踏まえ、さらなる協議が必要と判断し、次回以降に審議することとす

る。 

    あわせて、議員等の報酬の考え方は、議員活動等が見えづらいこともあり、

市長等と区別すべきとの意見が出たことから、さらなる協議が必要と判断し、

次回以降に審議することとする。 

 

  ○適正な議員定数の在り方について 

    市民ニーズの多様化、複雑化が進む中、議員の役割が大きくなっている一

方で、人口減少が進んでいることに鑑み、議会において適正な議員定数につ

いて検討することを要望する。 

 

以上 


